
№ 移転先（所属部署） ①法令上の根拠 ②移転先における用途

1 障害者支援課
番号法別表第１の８項、12項、
34項、47項、84項、番号法第９
条第２項に基づく条例

児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、特別児童扶養手
当等の支給に関する法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に関する事務

2 高齢者支援課
番号法別表第1の41項、番号
法第９条第２項に基づく条例

老人福祉法に関する事務

3 こども支援課
番号法別表第１の８項、37項、
56項、94項、番号法第９条第２
項に基づく条例

児童福祉法、児童扶養手当法、児童手当法及び子ども・子育て支援法に
関する事務

4 健康推進課
番号法別表第１の10項、49
項、76項、93項の２、番号法第
９条第２項に基づく条例

予防接種法、母子保健法及び健康増進法、新型インフルエンザ等対策特
別措置法に関する事務

5 社会課
番号法別表第１の15項、63
項、番号法第９条第２項に基づ
く条例

「生活保護法」及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰
国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に
関する事務

6 課税課
番号法別表第１の16項、番号
法第９条第２項に基づく条例

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例
に関する事務

7 収税課
番号法別表第１の16項、番号
法第９条第２項に基づく条例

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例
に関する事務

8 建築住宅課
番号法別表第１の19項、35
項、61項の２、番号法第９条第
２項に基づく条例

公営住宅法、住宅地区改良法及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に
関する法律に関する事務

9 保険年金課
番号法別表第１の30項、59
項、68項、番号法第９条第２項
に基づく条例

国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び介護保険法に
関する事務

10 危機管理課
番号法別表第１の36項の２、
番号法第９条第２項に基づく条
例

災害対策基本法に関する事務

11 職員課
番号法別表第１の56項、番号
法第９条第２項に基づく条例

児童手当法に関する事務

12 介護保険課
番号法別表第１の68項、番号
法第９条第２項に基づく条例

介護保険法に関する事務

【別紙２】

〔特定個人情報ファイル名〕　住民基本台帳ファイル

庁内連携システムを使用して移転する場合の移転先一覧

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要　　５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）


